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１ 人口の現状分析 

  本市の過去から現在に至る人口の推移を把握し、その背景を分析することにより、今

後講じていくべき施策の検討材料を得ることを目的として、時系列による人口動向や年

齢階級別の人口移動を分析した。 

 

(1) 時系列による人口動向分析 

人口の推移を把握し、自然増減（出生と死亡の差により生じる増減）の要因と社会 

増減（転入と転出の差により生じる増減）の要因に分解して、それぞれがどのように影

響してきたか等を分析した。 

  

  ア 総人口の推移 

(ｱ) 本市の人口は、戦後、周辺町村との合併を経て急増し、高度経済成長期以降も一 

貫して増加を続けたが、2003（平成 15）年には減少に転じた。 

(ｲ) 2005（平成 17）年には河辺町・雄和町と合併して 33 万人に達したが、その後も  

減少が続き、2026（令和８）年 10 月１日時点では約 29 万３千人となっており、国

立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）によると、2050(令和 32)

年には、22 万１千人（2020（令和２）から約 27％減少）になると推計されている。 

(ｳ) なお、合併前の旧河辺町および旧雄和町を含んだ場合、人口のピークは 2002（平

成 14）年の 337,246 人であり、この年以降、人口が減少していることになる。 

 

 

図表１ 総人口の推移 

 

 
※2020 年までの総人口は国勢調査および秋田市情報統計課推計人口より作成 

※2025 年以降は社人研「日本の地域別将来推計人口（令和５年１２月推計）」より作成 
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イ 年齢３区分別人口の推移と将来推計 

(ｱ) 生産年齢人口は、戦後増加を続けたが、2005（平成 17）年以降は減少に転じて 

いる。 

(ｲ) 年少人口は、1950 年代前半には「団塊の世代」、1970 年代には「団塊ジュニア 

世代」の誕生により増加したが、長期的には減少傾向が続き、1990 年代後半には 

老年人口を下回った。 

(ｳ) 老年人口は、生産年齢人口が順次老年期に入り、また、平均余命が延びたこと 

 から、一貫して増加を続けているが、2020 年代以降は 10 万人前後で推移すると推 

 計されている。 

    (注) 平均余命については、厚生労働省大臣官房統計情報部「都道府県別生命表」

等を参照。 

 

図表２ 年齢３区分別人口の推移 

 

  ※年少人口：15 歳未満、生産年齢人口：15歳以上 65 歳未満、老年人口：65歳以上 

  ※2020 年までの総人口は国勢調査および秋田市情報統計課推計人口より作成 

  ※2020 年までの年齢３区分別人口は国勢調査より作成 

  ※2025 年以降は社人研「日本の地域別将来推計人口(令和５年 12月推計)」より作成 
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ウ 年齢３区分別人口の割合の推移 

(ｱ) 年少人口割合が一貫して減少する一方、老年人口割合は一貫して増加を続け、 

生産年齢人口割合に近づいている。 

(ｲ) 老年人口割合の増加により、社会保険制度への影響のほか、地域における介護 

の需要増加や、介護人材の不足等が予想される。 

 

図表３ 年齢３区分別人口の割合の推移               

 

※年少人口：15 歳未満、生産年齢人口：15歳以上 65 歳未満、老年人口：65歳以上 

※2020 年までの年齢３区分別人口は国勢調査より作成 

※2025 年以降は社人研「日本の地域別将来推計人口(令和５年 12月推計)」より作成 

 

図表４ 人口ピラミッド 
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エ 秋田県との老年人口割合の比較 

(ｱ) 本市の高齢化率の上昇は県より遅れて生じ、県は 2050（令和 32）年から 2055 

（令和 37）年までの間に、50％を超えると推計されている。 

(ｲ) また、県に占める本市の老年人口の割合は一貫して上昇する。 

 

図表５ 秋田県および秋田市の老年人口（65 歳以上）割合 

 

※社人研「日本の地域別将来推計人口（令和５年 12 月推計）」より作成 

 

(ｳ) 2020（令和２）年を基準年とした場合、県の老年人口は、同年がピークとな 

り、それ以降は一貫して減少すると推計されている。    

(ｴ) 一方、本市は 2050（令和 32）年までは同程度の水準が続き、その間の 2040 

（令和 22）年にピークに達し、2020（令和２）年の水準に戻るのは、2050（令 

和 32）年になると推計されている。 

 

図表６ 秋田県および秋田市の老年人口（65 歳以上）の変化 

 
※社人研「日本の地域別将来推計人口（令和５年 12 月推計）」より作成 

      ※2020 年の人口を 100 とし、各年の人口を指数化した。 
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  オ 生産年齢人口を 15 歳以上 70 歳未満と仮定した場合の年齢３区分別人口の割合の 

   推移 

   (ｱ) 生産年齢人口を 15 歳以上 70 歳未満と仮定した場合、2050（令和 32）年の    

生産年齢人口の割合は 55.4%となり、15 歳以上 65 歳未満の場合（図表３）の 2030

（令和 12）年（55.4％）と同程度の生産年齢人口の維持が可能となる。 

    (ｲ) 出生率の大幅な上昇が見込めない中、将来にわたって地域の活力を維持    

していくためには、現役世代（生産年齢）の範囲を捉え直すことなどにより、高

齢者の豊かな経験や能力を積極的に活用する必要性が高まると考えられる。 

 

図表７ 生産年齢人口を 15 歳以上 70 歳未満と仮定した場合の年齢３区分別人口の 

割合の推移 

 

※年少人口：15 歳未満、生産年齢人口：15歳以上 70 歳未満（仮定）、老年人口：70歳以上（仮定） 

※2020 年までの年齢３区分別人口は国勢調査より作成 

※2025 年以降は社人研「日本の地域別将来推計人口(令和５年 12月推計)」より作成 
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カ 出生・死亡数、転入・転出数の推移 

(ｱ)「自然動態」については、出生率低下等の影響で、1970 年代以降一貫して出生数 

が減り続けたが、2004（平成 16）年までは平均余命の延びを背景に死亡数がそれ  

ほど増えず、「自然増」であった。しかし、2005（平成 17）年以降は、死亡数が 

出生数を上回る「自然減」となっており、年々その傾向が強まっている。 

(ｲ)「社会動態」については、1980 年代後半のいわゆるバブル経済期などを除き、転 

入超過（社会増）の傾向が続いてきた。2002（平成 14）年以降は、東日本大震災 

後等の一時的な転入超過を除き、転出超過（社会減）の傾向が続いている。 

 

図表８ 出生・死亡数、転入・転出数の推移 

 
※秋田市市民課の資料に基づき、秋田市情報統計課が集計したもの 
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キ 総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

(ｱ) 1980 年代後半のいわゆるバブル経済期などの一時的な社会減を除くと、1960 年  

代から 1990 年代まではほぼ一貫して自然増と社会増の傾向にあり、人口が増加し

ていた。 

(ｲ) しかし、2005（平成 17）年から自然減に転じたことを契機に、急激な人口減少

局面に入っている。 

 

 

図表９ 総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 
※市統計誌より作成 

※図表９の位置関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 
  Ⅰ：自然動態＋（プラス）かつ社会動態＋（プラス）のエリア 

  Ⅱ：自然動態＋（プラス）かつ社会動態－（マイナス）のエリア 

  Ⅲ：自然動態－（マイナス）かつ社会動態－（マイナス）のエリア 

  Ⅳ：自然動態－（マイナス）かつ社会動態＋（プラス）のエリア 
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ク 合計特殊出生率および未婚率の推移 

(ｱ) １人の女性が一生に産む子どもの人数とされる「合計特殊出生率」の推移を見

ると、1987（昭和 62）年以降、本市は一貫して県・全国平均を下回っており、

2003（平成 15）年に 1.13 まで低下した後、上昇傾向となったものの、2019 年は

1.26 でとどまっている。なお、本市と県・全国平均との差は、近年縮小傾向にあ

る。 

(ｲ) 20 代後半から 30 代の未婚率は男女共に上昇傾向が続いており、全国的な傾向 

と同様に、本市においても未婚化・晩婚化が急速に進行している。 
 

図表 10 合計特殊出生率の推移 

  
※厚生労働省「人口動態統計」および秋田市保健総務課「秋田市の人口動態」より作成 

 
図表 11 未婚率の推移 

 
※国勢調査より作成 

(年) 
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ケ 地域ブロック別の人口移動の状況 

(ｱ) 地域ブロック別に近年の人口移動の状況を見ると、秋田県内からの転入と東京  

圏への転出が相当部分を占めていることがわかる。 

(ｲ) 2020（令和２)年からのコロナ禍による移動制限等により、県外への転出数が減

少していたが、近年は 2019（令和元）年以前のように、東京圏への転出超過数が

増加している。一方で、国外の区分における転入超過数は、コロナ禍以前同程度

の水準にある。 

 

図表 12 地域ブロック別の人口移動の状況 

 

※秋田市情報統計課「統計から見た秋田市」より作成 

※地域ブロックの区分 

   東北：青森、岩手、宮城、山形、福島 

   北関東：茨城、栃木、群馬 

   東京圏：埼玉、千葉、東京、神奈川 

   中部：新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重 

   関西：滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

   中国：鳥取、島根、岡山、広島、山口 

   四国：徳島、香川、愛媛、高知 

   九州・沖縄：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

   その他：国外、従前の住所なし 
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 (2) 年齢階級別の人口移動分析 

   本市の人口移動の推移を把握し、年齢階級別にその要因や背景を分析した。 

   

ア 年齢階級別の人口移動の状況 

(ｱ) 年齢階級別に近年の人口移動の状況を見ると、転出超過数に占める「15～19 歳」

および「20～24 歳」の割合が高く、「(1)ケ 地域ブロック別の人口移動の状況（図

表 12）」の結果（転出超過の大部分を東京圏への転出が占めていること）を合わ

せてみると、高校、大学等を卒業後、東京圏に進学者・就職者が多いことが要因

と考えられる。 

(ｲ) また、転出超過数が減少傾向にあるときは、「０～４歳」、「30～34 歳」およ

び「35～39 歳」が転入超過となる傾向にある。 

 

図表 13 年齢階級別の人口移動の状況 

 

※秋田市情報統計課「統計から見た秋田市」より作成 

 

 

 

 

  以上の分析から、若者を中心とした県外への転出超過（社会減）と、出生数の減少・

死亡数の増加（自然減）が相まって進むことが、本市の人口減少の要因であると考えら

れる。 
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イ 性別・年齢階級別の人口移動の最近の状況 

   (ｱ) 男性、女性ともに「15～19 歳から 20～24 歳になるとき」と「20～24 歳から  

25～29 歳になるとき」に大幅な転出超過となっており、高校、大学等の卒業に伴

う進学や就職のための転出の影響が考えられる。 

   (ｲ) これまで、この年代では男性の転出超過数が著しく女性を上回る傾向にあった

が、近年は同程度である。 

(ｳ) コロナ禍による移動制限等により、全体としては転入超過の傾向が反映されて   

いる。 

 

図表 14 2015（平成 27）年→2020（令和２）年の年齢階級別人口移動 

 

 ※国勢調査における２時点の人口データ等から、性別、年齢階級別の移動状況（純移動数）を推計 

 

 

【グラフの見方】 

 各年齢階級の５年後の人口の増減を表している。 

 例えば、「15～19 歳→20～24 歳」の区分は、2015 年の「15～19 歳」の人数と、５年後

の 2020 年の「20～24 歳」の人数を比較したもの（女性:約 780 人減）。 
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ウ 性別・年齢階級別の人口移動の状況の長期的動向 

    性別・年齢階級別の人口移動の状況の長期的動向について、「1985（昭和 60）年  

→1990（平成２）年」以降の各期間のグラフを作成し、分析した。 

   (ｱ) 男性 

ａ 男性において、「15～19 歳から 20～24 歳になるとき」に見られる大幅な転出 

超過は、「2005（平成 17）年→2010（平成 22）年」が最も多い。 

      これは、リーマンショックの影響などによる、市内経済・雇用情勢の低迷を 

反映していると考えられる。 

    ｂ また、「20～24 歳から 25～29 歳になるとき」に見られる大幅な転出超過は、 

「2000（平成 12）年→2005（平成 17）年」が最も多い。 

この時期は、2002（平成 14）年を景気の谷として、我が国の長期的な景気拡

大が始まった時期であるが、首都圏と比べて本市の景気回復力が弱かったこと

を反映していると考えられる。 

    ｃ 一方、「25 歳～29 歳から 30～34 歳になるとき」に見られる転入超過の山は 

バブル経済崩壊後の「1990（平成 2）年→1995（平成 7）年」と「1995（平 7） 

年→2000（平成 12）年」が大きくなっている。 

    ｄ 「2015（平成 27）年→2020（令和２）年」は、コロナ禍による移動制限等

により、転出の抑制が図られたと考えられる。 

 

図表 15 年齢階級別人口移動の推移（男性） 

   
※国勢調査における２時点の人口データ等から、性別、年齢階級別の移動状況（純移動数）を推計 

※グラフの見方については、図表 14 と同様 
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(ｲ) 女性 

ａ 女性において、「15～19 歳から 20～24 歳になるとき」および「20～24 歳か 

ら 25～29 歳になるとき」に見られる大幅な転出超過は、「2005（平成 17）年→

2010（平成 22）年」が最も多く、男性と同様に、リーマンショックの影響などに

よる、市内経済・雇用情勢の低迷を反映していると考えられる。 

ｂ 一方、「30～34 歳から 35～39 歳になるとき」に見られる転入超過の山は、   

バブル経済が崩壊した時期を含む「1990（平成 2）年→1995（平成 7）年」が最

も高くなっている。 

 

図表 16 年齢階級別人口移動の推移（女性） 

  

※国勢調査における２時点の人口データ等から、性別、年齢階級別の移動状況（純移動数）を推計 

※グラフの見方については、図表 14 と同様 
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 (3) 雇用や就労等に関する分析 

  ア 産業別人口の推移  

(ｱ) 産業別に見ると、第１次産業がほぼ一貫して減少してきた一方、第３次産業が  

大幅に増加してきた。しかしながら、2005 年以降は、第３次産業も減少傾向に転  

じたが、2020 年には 2015 年と比べ増加している。 

(ｲ) 就業者の構成比を見ると、第１次産業および第２次産業の就業者割合が国や県 

よりも少なく、第３次産業への依存度が高い。 

 

図表 17 産業別就業者の推移    

 

    ※国勢調査より作成 

 

図表 18 産業別就業者構成比 
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  イ 男女別産業人口と特化係数 

(ｱ) 男女別に見ると、男性は卸売業・小売業、建設業の順に就業者数が多く、女性 

は医療・福祉、卸売業・小売業の順に就業者が多くなっている。 

(ｲ) 特化係数（秋田市のＸ産業の就業者比率／全国のＸ産業の就業者比率）を見る

と、特に男性では、公務、電気・ガス・熱供給・水道業、金融・保険業が高く、全

国と比べてこれらの業種への就業者の割合が高いことがわかる。なお、鉱業・採石

業・砂利採取業についても高い値となっているが、就業人口そのものが少ないこと

に留意が必要である。 

  

図表 19 男女別産業人口 

※令和２年国勢調査より作成 

※特化係数とは、地域のある産業が全国と比べてどれだけ特化しているかを表すものであり、特化係  

数が 1.0 以上であれば全国と比べてその産業が特化していると考えられる。 

  （Ｘ産業の特化係数＝秋田市のＸ産業の就業者比率／全国のＸ産業の就業者比率） 
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ウ 産業別年齢構成 

(ｱ) 主な産業別に就業者の年齢階級を比較すると、農業・林業では、60 歳以上が約  

７割を占め、高齢化が進んでおり、今後、就業者の急速な減少が予想される。 

(ｲ) その他の業種においては、年齢構成のバランスが比較的とれており、幅広い年 

齢層の雇用・就業の受け皿となっている。 

 

図表 20 産業別年齢構成 

 
  ※令和２年国勢調査より作成 
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(4) 将来推計人口 

社人研の「日本の地域別将来推計人口（令和５年 12 月推計）」等を活用して将来人  

口推計を行い、将来の人口に及ぼす出生や移動の影響等について分析した。 

 

ア 社人研推計の比較 

(ｱ) 平成 30 年３月の推計では、2040（令和 22）年の総人口は、244,726 人と推計さ

れた。 

(ｲ) しかし、直近の令和５年 12 月の推計では、2040（令和 22）年の総人口は、252,336 

人と推計されており、前回と比較して 7,610 人上回る緩やかな減少にとどまると 

推計された。 

なお、2045（令和 27）年の総人口は、236,543 人、2050（令和 32）年は、220,767

人と推計された。 

 

図表 21 社人研推計の比較 
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イ 人口減少段階の分析 

社人研推計を活用して、2020（令和２）年の人口を 100 とし、各年の年齢３区分  

別人口を指数化し、人口減少段階を分析した。 

(ｱ) 人口の減少は、「第１段階：老年人口の増加（総人口の減少）」「第２段階：老  

年人口の維持・微減」「第３段階：老年人口の減少」の３つの段階を経て進行する  

とされている。 

(ｲ) 本市においては、現時点では第１段階であるが、2040（令和 22）年頃に第２段 

階へ入ると推測される。 

 

図表 22 人口の減少段階 

※社人研「日本の地域別将来推計人口（令和５年 12 月推計）」より作成 

（注）2050（令和 32）年以降は、それまでの出生・死亡・移動等の傾向がその後も継続すると仮定し 

て推計した場合を示している（以降のグラフも同様）。 

 ※2020 年の人口を 100 とし、各年の人口を指数化した。 
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(5) 将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度の分析 

人口の変動は、死亡を別にすると、出生と移動によって規定されるが、その影響度は  

地方公共団体によって異なる。例えば、すでに高齢化が著しい地方公共団体では、出生  

率が上昇しても出生数に大きな影響は想定されず、また、若年者が多く出生率が低い 

地方公共団体では、出生率の上昇は大きな影響をもたらすことが想定される。 

このため、本市における施策の検討の参考となるよう、将来人口に及ぼす自然増減 

と社会増減の影響度を分析する。 

 

ア 自然増減、社会増減の影響度の分析 

(ｱ) 本市の人口動態について、出生・死亡による「自然増減」と、転入・転出による  

「社会増減」のどちらが大きく影響しているかを、社人研推計を使用し、次の条件  

でシミュレーションする。 

 シミュレーション１：仮に、合計特殊出生率が上昇して2030（令和12）年に人口

置換水準に達した場合の人口 

シミュレーション２：仮に、合計特殊出生率が上昇して2030（令和12）年に人口

置換水準に達し、かつ社会増減が±０となった場合の人口 

    ※人口置換水準：人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率のこと。 

 
図表 23 総人口の推計結果（社人研推計・シミュレーション１、２） 
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a 社人研推計とシミュレーション１を比較することで、将来人口に及ぼす出生

（自然増減）の影響度を分析することができる。 

シミュレーション１は、人口移動に関する仮定を社人研推計と同じとして、出  

生に関する仮定のみを変えているものであり、シミュレーション１による 2050

（令和 32）年の総人口を、社人研推計による 2050（令和 32）年の総人口で除し

て得られる数値は、仮に出生率が人口置換水準まで上昇した場合に 30 年後の人

口がどの程度増加したものになるかを表しており、その値が大きいほど出生の影

響度が大きい（現在の出生率が低い）ことを意味する。 

 

b 次に、シミュレーション１とシミュレーション２を比較することで、将来人口  

に及ぼす移動（社会増減）の影響度を分析することができる。 

シミュレーション２は、出生の仮定をシミュレーション１と同じとして、人口   

移動に関する仮定のみを変えているものであり、シミュレーション２による2050

（令和 32）年の総人口をシミュレーション１による 2050（令和 32）年の総人口 

で除して得られる数値は、仮に人口移動が均衡（移動が無い場合と同じ）となっ 

た場合に 30 年後の人口がどの程度増加（又は減少）したものになるかを表して 

おり、その値が大きいほど、人口移動の影響度が大きい（現在の転出超過が大き 

い）ことを意味する。 

 

「自然増減の影響度」 

（シミュレーション１の2050（令和32）年の総人口／社人研推計の2050（令和32）

年の総人口）の数値に応じて影響度を１～５で算出。 

 数値が大きいほど影響度が大きい。 

 100％未満 ＝「影響度１」、100～105％＝「影響度２」、 

 105～110％＝「影響度３」、110～115％＝「影響度４」、 

 115％以上 ＝「影響度５」 

「社会増減の影響度」 

 （シミュレーション２の2050（令和32）年の総人口／シミュレーション１の2050 

（令和32）年の総人口）の数値に応じて、影響度を１～５で算出。 

数値が大きいほど影響度が大きい。 

 100％未満 ＝「影響度１」、100～110％＝「影響度２」、 

 110～120％＝「影響度３」、120～130％＝「影響度４」、 

 130％以上 ＝「影響度５」 

 

（出典）「地域人口減少白書（2014年－2018年）」 

    （一般社団法人 北海道総合研究調査会、平成26(2014)年、生産性出版） 
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(ｲ) この結果、本市は、自然増減の影響度が「３（影響度 105～110％）」、社会 

増減の影響度が「２（影響度 100～110％）」となった。 

自然増減の影響度は、秋田市人口ビジョン（令和３年３月）改訂時の「４（影響

度 110～115％）」から一段階下がっているが、自然増減の本市人口への影響が高

いことがわかる。 

このため、出生率の上昇につながる施策により力を入れることが、人口減少の 

度合いを抑えること、さらには歯止めをかける上で効果的であると考えられる。 

 

図表 24 自然増減・社会増減の影響度 

 

 

（参考）秋田市人口ビジョン（令和３年３月）策定時  

       
 

イ 人口構造の分析 

(ｱ) 年齢３区分ごとに見ると、社人研推計と比較して、シミュレーション１におい  

ては「０～14 歳人口」の減少率は小さくなり、シミュレーション２においては、  

増加に転じることがわかる。 

(ｲ) 一方、「15～64 歳人口」と「65 歳以上人口」は、社人研推計とシミュレーショ  

ン１、２との間でそれほど大きな差は見られない。 

  

図表 25 推計結果ごとの人口増減率    

 

分類 計算方法 影響度

自然増減の
影響度

シミュレーション１の2050年推計人口＝242,623（人）
社人研推計の2050年推計人口　  　 ＝220,767（人）
　　　　　　　　　　→　242,623（人）／220,767（人）＝109.9％

3

社会増減の
影響度

シミュレーション２の2050年推計人口＝247,190（人）
シミュレーション１の2050年推計人口＝242,623（人）
　　　　　　　　　　→　247,190（人）／242,623（人）＝101.9％

2

分類 計算方法 影響度

自然増減の
影響度

シミュレーション１の2045年推計人口＝248,664（人）
社人研推計の2045年推計人口　  　 ＝225,923（人）
　　　　　　　　　　→　248,664（人）／225,923（人）＝110.1％

4

社会増減の
影響度

シミュレーション２の2045年推計人口＝265,967（人）
シミュレーション１の2045年推計人口＝248,664（人）
　　　　　　　　　　→　265,967（人）／248,664（人）＝107.0％

2

（単位：人）

うち0～4歳人口
2020年 307,672 32,924 9,476 177,299 97,449

220,767 17,745 5,152 105,881 97,141
シミュレーション１ 242,623 31,484 9,869 115,683 95,456
シミュレーション２ 247,190 32,950 10,507 119,351 94,889

うち0～4歳人口
-28.2% -46.1% -45.6% -40.3% -0.3%

シミュレーション１ -21.1% -4.4% 4.1% -34.8% -2.0%
シミュレーション２ -19.7% 0.1% 10.9% -32.7% -2.6%

65歳以上人口

15～64歳人口 65歳以上人口

0～14歳人口

0～14歳人口

2020年
→2050年
増減率

社人研推計

総人口

総人口

15～64歳人口

現状値

2050年

社人研推計
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(6) 人口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察 

   社人研の「日本の地域別将来推計人口（令和５年 12 月推計）」をもとに、人口減少 

が市政運営や市民生活等に与える影響を分析した。 

  ア 税収等 

   (ｱ) 市税 

    ａ 個人市民税 

      15 歳以上の人口減少に伴い 2025（令和 7）年度以降は減収が続く見込みであ

り、2050（令和 32）年度には 2025（令和 2）年度と比べて 25.1％の減収が想定

される。 

ｂ 事業所税 

          令和７年国勢調査結果によって、人口 30 万人を下回ることにより課税団体の

指定が取り消され、2026（令和 8）年度は税収の一部を見込むが、2027（令和 9）

年度以降は歳入として見込まれない。 

 
図表 26 市税収入の推移 

 

※人口減少の影響を受けない法人市民税、固定資産税、入湯税および鉱産税は掲載していない。 

 

(ｲ) 普通交付税 
     普通交付税の算定における測定単位には人口が用いられており、2020（令和 2） 

年度から 2025（令和 7）年度にかけては、臨時財政対策債を償還するための基金 

の積立てに要する経費や国の経済対策による地方負担の増加に伴う経費に対応す 

るための追加交付などにより、普通交付税額が増加したものの、それ以降は人口 

減少に伴う基準財政需要額の減少により、2050（令和 32）年度は 2020（令和 2） 

年度に比べ約 8.6 億円、4.5％の減少が見込まれる。 

 
図表 27 普通交付税の推移 

 
 

 

 

 

単位：千円

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

個人市民税 15,597,416 16,639,273 15,690,878 14,955,078 14,139,600 13,288,233 12,463,216

軽自動車税 803,509 981,398 1,085,159 1,091,813 1,029,974 965,511 901,117

市たばこ税 1,946,669 2,247,510 2,028,673 1,843,133 1,663,667 1,501,675 1,355,456

事業所税 1,513,315 1,524,328 0 0 0 0 0

合計 19,860,909 21,392,509 18,804,710 17,890,024 16,833,241 15,755,419 14,719,789

単位：千円

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

普通交付税 18,995,323 23,024,903 22,901,800 21,926,200 20,557,900 19,343,500 18,132,600
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イ 都市基盤 

   (ｱ) 公共施設の維持管理 

    ａ 本市では、昭和の大合併や高度経済成長による人口の増加、市域の拡大に  

伴って、多くの公共施設を整備してきた。公共建築物にあっては、その半数程

度が老朽化の目安である建築後 30 年以上を経過している。 

        ｂ 人口減少と人口構成の変化に伴い、利用需要の変化が予想されるほか、中・

長期の財政面では、市税の減少傾向、社会保障制度に関する費用の増加傾向が

見込まれており、公共施設の改修や更新に要する経費は、今後の財政運営に対

する負担となることが予想される。 

    ｃ 令和３年度に改訂した「秋田市公共施設等総合管理計画」における今後 40 年

間の試算では、公共施設等の更新等費用として年平均 171 億円（総額 6,855 億

円）が見込まれ、市町合併後の平成 17 年度からの過去 11 年間の投資的経費お

よび維持補修費の年平均 159 億円（総額 1,751 億円）の 1.08 倍となっており、

総合的かつ計画的な管理を推進し、市民ニーズへ適切に対応するとともに、将

来負担の軽減を図る必要がある。 

 

図表 28 公共施設の維持管理に係るコスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※秋田市公共施設等総合管理計画より抜粋 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

17

H

19 21 23 25 27 29 １

R

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

（億円）

（年度）

維持補修費 投資的経費 道路・橋りょう(維持管理)
公共建築物(維持管理) 公共建築物（更新） 公共建築物（大規模改修）
橋りょう(更新) 道路(更新) 過去11年の平均
40年平均費用

過去の投資的経費および維持補修費
（1,751億円）（平成17年度～平成27年度）

平均 159 億円/年

1.08倍

今後40年間の更新等に要する費用
（総額6,855億円）（平成29年度～令和38年度）

平均 171 億円/年
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(ｲ) 道路の維持管理 
        ａ 開発行為等の新たな認定による市道延長の増加や人口減少により、生産年齢

人口（15～64 歳）１人当たりの市道延長は、2050(令和 32)年に 2020(令和 2 年)

の約 1.8 倍に増加する見込みである。 

    ｂ 地域の人口減少が進行し、生産年齢人口１人当たりの市道延長が増えること

で、道路側溝の清掃や除雪など市民協働による町内会等の協力が得られなくな

ることも予想されることから、新たな維持管理経費の増加が見込まれる。 

    ｃ また、空き家の増加も予想される中、道路利用者が少ないにもかかわらず、

除雪作業や道路ストックの老朽化対策など継続的な維持管理が必要となること

から、費用対効果の面で非効率な路線や施設の増加も見込まれる。 

    ｄ さらに、現在市では除排雪業務を 231 者に業務委託し、その従事者は約 1,200

人となっているが、生産年齢人口の減少に伴い、業者数および従事者数を確保

できなくなる可能性もある。 

 
図表 29 市道延長（生産年齢人口１人当たり）の推移 

 

  ※市道延長は 2020 年まで実績値、2025 年以降は推計値 

    2020 年から 2025 年までの 5年間の延長見込み（17km）から推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(年) 

(km) 

- 28 -



25 
 

(ｳ) 給水量（上水道） 
        ａ 2050（令和 32）年の料金収入は、給水量の減少により 2020 年（令和 2）に比

べて 31％程度減少することが見込まれる。 

    ｂ 収入が減少する状況においても、安定供給の持続には施設・設備の維持に一

定の投資が必要であるため、料金負担の増加が懸念される。 

    ｃ 老朽化施設の更新にあたっては、給水量の減少を踏まえた適切な施設規模の

検討を行うなど、効率的な事業運営に努める必要がある。 

 
図表 30 給水量の推移 

※2020 年まで実績値、2025 年以降は推計した給水人口に、人口１人当たりの給水量を乗じて生 

活用水量を算出し、業務営業用および工場用水量を加えて推計 
 

(ｴ) 処理水量（下水道） 
      ａ 2050（令和 32）年の使用料収入は、処理水量の減少により 2020 年（令和 2）

に比べて 20％程度減少することが見込まれる。 

    ｂ 収入が減少する状況においても安定処理の持続には施設・設備の維持に一定

の投資が必要であるため、使用料負担の増加が懸念される。 

    ｃ 処理水量の減少に伴い、施設能力に過大な余裕が生じることとなり、施設の

統廃合など効率的な事業運営に努める必要がある。 

 
図表 31 処理水量の推移 

 

※処理水量：３事業（公共下水道、農業集落排水、合併浄化槽）の合計 

2020 年まで実績値、2025 年以降は今後の下水道整備予定を踏まえた処理区域内人口および水 

洗化人口を算出し、人口１人当たりの汚水量を乗じて推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

給水量
[立方メートル/日]

96,780 88,550 83,892 79,182 74,391 69,569 64,851

料金収入
[百万円/年]

6,079 5,760 5,435 5,128 4,795 4,479 4,173

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

処理水量
[立方メートル/日]

97,844 85,139 82,693 80,010 77,054 73,851 70,558

使用料収入
[百万円/年]

4,990 4,732 4,601 4,475 4,315 4,157 3,996
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  ウ 産業 

(ｱ) 地域経済（市内総生産額） 

        ａ 生産年齢人口は減少するものの、一人当たりの生産額の上昇により、2030（令

和 12）年までの市内総生産額は横ばい傾向が続くと見込まれる。 

        ｂ 2035 年（令和 17）年以降は、生産年齢人口の減少の加速に伴い市内総生産額

も減少に転ずると予想される。 

        ｃ 総生産額の減少を抑制するためには、市内産業の競争力強化等に加え、地域

内での消費拡大や投資を一層促進していく必要がある。 

 

図表 32 産業別総生産額の推移 

 

 

(ｲ)  第一次産業就業者数 

        ａ 第一次産業では高齢者の占める割合が高いことなどから、2030（令和 12）年

までは人口減少率を上回るペースで就業者が減少すると見込まれる。 

    ｂ スマート農業による効率化、担い手対策事業等による新規就農者の確保や農

業法人の雇用促進など、将来の就業者の減少を抑制する取組が求められる。 

 

図表 33 第一次産業就業者数の推移 

 

 

 

 

単位：百万円

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

市内総生産額 1,221,269 1,219,509 1,214,592 1,198,393 1,141,124 1,089,720 1,057,106

単位：人

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

第一次産業
就業者数

2,634 2,281 2,028 1,937 1,901 1,854 1,798
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エ 子育て・教育 

(ｱ) 就学前児童数と居場所 

    ａ 児童数が大幅に減少することから、施設数も減少することが想定される。 

    ｂ 施設種別ごとの利用者の割合は、子ども・子育て支援新制度導入により拡充

された認定こども園が増加する一方、保育所および幼稚園は減少する。 

 

図表 34 就学前児童数と居場所 

 
 

(ｲ) 小・中学校の児童・生徒数および学級数 

    ａ 小・中学校の児童・生徒数も減少が続き、2050（令和 32）年は 2020（令和 2）

年と比べて約半減となる見込みである。 

    ｂ 児童・生徒数の減少に伴い、小・中学校の学級数も減少が続き、2050（令和

32）年は 2020（令和 2）年と比べて約半減することが想定される。 

    ｃ 学校の小規模化が進行し、集団学習のほか、クラブや部活動を含む様々な集

団活動に困難をきたすなど、学校運営に大きな影響を及ぼすことが想定される。 

    ｄ 将来の児童・生徒数を見据え、全市的な観点から望ましい学校配置のあり方

について、引き続き地域協議を行う必要がある。 

 

図表 35 小・中学校の児童・生徒数および学級数の推移 

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
児童数（人） 13,491 12,042 10,773 8,933 8,347 7,922 7,326

学級数 505 446 416 359 336 329 322
生徒数（人） 6,742 6,319 5,378 4,457 4,169 3,963 3,664

学級数 248 222 194 161 152 147 137
中学校

小学校

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 割合 人数 割合

就学前児童数 12,179 100% 6,348 100%

保育所入所児童数 4,760 39% 1,968 31%

幼稚園入園児童数 979 8% 190 3%

認定こども園入園児童数 3,971 33% 3,111 49%

在宅児童数 2,469 20% 1,079 17%

2020年 2050年
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オ 介護 

   (ｱ) 要介護（要支援）認定者数 

     認定率の高い後期高齢者（75 歳以上）人口の増加に伴い、2040（令和 22）年に

は 2025（令和７）年と比べて 27.7％増加し、以降は減少していくと見込まれる。 

 

図表 36 要介護（要支援）認定者数の推移 

 
※現行制度のままで推計。制度改正があれば数値は変化する（図 37～39 も同様）。 

 

(ｲ) 介護保険給付費 

要介護（要支援）認定者数は、2040（令和 22）年をピークに減少に転じるが、

認定率の高い後期高齢者の比率が高まるため、介護保険給付費は、その後も高い

水準で推移すると見込まれる。 
 

図表 37 介護保険給付費の推移 

 
 

(ｳ) 介護職員必要数 

     ａ 認定者の増加に伴い、介護サービスの需要も増えることから、介護職員の増

員が必要となり、認定者数がピークとなる 2040（令和 22）年頃には、2025（令

和７）年と比べ約 2,200 人の増員が必要となる見込みである。 

     ｂ 労働人口の減少が見込まれることから、介護職員の確保が課題になると想定   

される。 

 

図表 38 介護職員必要数の推移 

 
 

(ｴ) 介護保険料（第一号被保険者） 

介護保険給付費が高い水準で推移する一方で、介護保険制度を支える第一号 

被保険者の人数は減少していくため、介護保険料は上昇を続けていくと見込ん 

でいる。 

 

図表 39 介護保険料の推移  

 

単位：人

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

要介護（要支援）
認定者数

19,583 20,082 22,136 24,416 25,649 25,398 25,281

単位：億円

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

介護保険給付費 265 301 321 346 361 359 359

単位：人

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

介護職員必要数 6,096 6,368 7,444 8,193 8,589 8,495 8,442

単位：円

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

介護保険料
（月額基準額）

6,232 6,232 6,570 6,850 7,364 7,496 7,989

（注）オは、本市の老年人口がピークに達する 2040（令和 22）年の状況について分析等した。 
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カ 暮らしの安全・安心 

(ｱ) 空き家の増加による防災への影響 

    ａ 2018（平成 30）年度と 2023（令和５）年度の住宅・土地統計調査における本

市の賃貸住宅等を除く一戸建ての空き家数を比較すると、５年間の増加率は

31.1％となっている。（6,840 戸→8,970 戸） 

    ｂ 2012（平成 24）年度に実施した本市独自調査による空き家数は 2,745 戸であ

り、国調査結果の増加率を係数として推計すると、2050（令和 32）年には約 6.4

倍の 17,694 戸となる見込みである。 

    ｃ 老朽化した空き家は、屋根、壁等の資材の飛散や地震発生時に倒壊の恐れが

あるなど、防災上問題となる場合が多い。このような空き家については、所有

者等を特定した上で、適正管理に係る指導等を行うこととなるが、あくまで対

症療法であり、空き家の数が大幅に増加した場合、対応が追いつかない可能性

がある。 

    ｄ これらのことから、空き家所有者等へ適正管理に係る啓発等を行うことによ

り危険空き家の発生を事前に回避するとともに、空き家の利活用を推進するこ

とにより公衆衛生等の環境を保全する必要がある。 

 

図表 40 空き家数の推移 

 
   ※2012（平成 24）年度の本市独自調査による空き家数（2,745 戸）を基準とし、５年ごとに実施

される国の「住宅・土地統計調査」の増加率を係数としている。 

※アパート等の集合住宅について、住宅・土地統計調査においては、空室ごとに１戸の空き家と 

しているが、本市独自調査においては、全て空室の場合に１戸の空き家としている。 

 

(ｲ) 救急出動件数および救急搬送人員 
      ａ 救急搬送率が高い老年人口の増加により、救急出動件数は今後さらに増加す

ると見込まれる。 

    ｂ 出動件数の増加により、現場直近以外の署所からの出動が増え、119 番通報

覚知から現場到着や病院収容までの所要時間の延伸など、救命への影響が懸念

される。 

 

図表 41 救急出動件数および救急搬送人員の推移 

 
※救急出動件数およびは救急搬送人員の推移については、「日本の地域別将来推計人口（令和５ 

年 12月推計）」をもとに、現在の人口に対する救急出動件数や、高齢者人口割合の増加などを 

考慮し算出。搬送人員は、2020 年から 2024 年までの救急出動に対する搬送人員の平均割 

合をもとに算出 

単位：戸

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

空き家数 3,484 4,568 5,989 7,852 10,294 13,496 17,694

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

救急出動件数（件） 11,343 14,214 14,889 15,287 15,410 15,102 14,590

救急搬送人員（人） 10,542 13,067 13,698 14,064 14,169 13,893 13,427
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(ｳ)  人口規模別「小地域」数 

a 令和２年国勢調査における小地域集計をもとに、2050（令和 32）年の各地 

域の人口を推計すると、10 人以下の地域は、2020（令和２）年の 10 地域から 

2050（令和 32）年は 107 地域に増加する。 

b 高齢化率（65 歳以上の人口割合）が 5 割以上の地域は、2020（令和２）年 

の 199 地域から 2050（令和 32）年は 302 地域に増加する。 

c 地域の過疎化・高齢化に伴うコミュニティの弱体化によって、高齢者の孤立 

や冬期の除雪など、共助機能の低下による高齢者の生活への影響のほか、集落 

の維持やその環境に対する影響、消防団員数の減少による地域消防防災力の弱 

体化なども予想される。 

 

図表 42 人口規模別「小地域」数 

 

 

(ｴ) 地域別の人口の変化 

a  図表 42 の推計結果をもとに、大字を基本とした地域別に人口の変化を見る 

と、2020（令和２）年から 2050（令和 32）年にかけて人口が 30％以上減少す 

る地域は 17 地域、2050（令和 32）年の高齢化率が 60％を超える地域は 6 地 

域となっている。 

b 人口の減少率と高齢化率は、市の中央部が比較的低く、市の周辺部が比較的  

高い傾向にある。 

c 市の周辺部においては、地域コミュニティの弱体化による前述の影響に加え、  

身近な交通手段の不足により通院や買い物等が困難となることなどが予想さ

れ、高齢者の生活への影響が特に大きいと考えられる。 
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図表 43 地域ブロック別の人口の変化 

 
※秘匿地域（結果数値が著しく小さいため秘匿されている地域）等を除く 

【中央地域】 【北部地域】 【南部地域】

人口の増減率

（2020→2050）

2050年の

高齢化率

人口の増減率

（2020→2050）

2050年の

高齢化率

人口の増減率

（2020→2050）

2050年の

高齢化率

千秋 -24.6% 43.9% 土崎港中央 -25.0% 44.6% 牛島東 -24.0% 45.3%

中通 -25.0% 50.4% 土崎港東 -24.9% 43.4% 牛島西 -23.6% 44.7%

南通 -23.1% 39.7% 土崎港西 -23.1% 41.4% 牛島南 -26.0% 50.9%

保戸野 -24.5% 45.4% 土崎港南 -24.2% 46.4% 卸町 -24.7% 44.7%

高陽 -23.0% 44.4% 土崎港北 -24.4% 44.4% 大住 -23.9% 41.9%

大町 -24.9% 50.2% 将軍野東 -23.9% 43.4% 大住南 -28.0% 50.1%

旭北 -22.5% 42.3% 将軍野南 -24.0% 42.6% 仁井田 -22.8% 42.4%

楢山 -25.0% 39.8% 将軍野 -23.7% 42.4% 御野場 -26.6% 46.8%

旭南 -23.8% 46.6% 外旭川 -23.7% 44.0% 御所野 -23.9% 40.2%

川元 -22.9% 42.7% 飯島 -24.2% 42.7% 山手台 -22.3% 43.7%

川尻 -23.0% 44.4% 港北 -25.0% 44.5% 南ケ丘 -20.8% 31.4%

茨島 -23.8% 47.5% 土崎港 -22.5% 40.7% 上北手荒巻 -28.8% 30.3%

山王 -22.3% 43.2% 寺内 -23.5% 40.0% 上北手大杉沢 -38.7% 86.3%

泉（JR線西側） -24.4% 44.9% 外旭川字 -24.4% 44.0% 上北手大戸 -29.1% 43.8%

八橋 -23.0% 43.5% 飯島字 -24.6% 45.5% 上北手大山田 -28.7% 44.5%

築山 -24.0% 44.0% 下新城青崎 -26.9% 49.7% 上北手小山田 -28.5% 45.4%

泉字 -22.0% 44.0% 下新城岩城 -27.6% 51.6% 上北手古野 -29.2% 59.5%

下新城小友 -27.3% 43.6% 上北手猿田 -24.9% 54.0%

【東部地域】 下新城笠岡 -30.1% 51.3% 上北手百崎 -32.5% 53.2%

手形 -24.7% 26.3% 下新城長岡 -25.2% 47.1% 仁井田字 -24.6% 41.9%

手形山 -25.4% 45.8% 下新城中野 -24.7% 42.7% 四ツ小屋 -23.9% 47.5%

泉（JR線東側） -23.4% 45.6% 上新城石名坂 -25.3% 44.7% 四ツ小屋小阿地 -25.6% 45.0%

旭川 -23.7% 42.9% 上新城小又 -26.5% 59.0% 四ツ小屋末戸松本 -24.3% 41.4%

東通 -23.3% 41.3% 上新城五十丁 -26.7% 54.6%

横森 -23.4% 43.5% 上新城中 -27.5% 49.2% 【河辺地域】

桜 -23.6% 40.6% 上新城保多野 -33.9% 59.0% 河辺赤平 -27.0% 54.3%

桜ガ丘 -25.7% 45.7% 上新城道川 -32.9% 57.8% 河辺岩見 -30.2% 56.1%

桜台 -21.9% 36.5% 上新城湯ノ里 -22.7% 52.4% 河辺大沢 -26.2% 40.3%

大平台 -24.1% 43.0% 金足岩瀬 -28.0% 50.1% 河辺大張野 -36.3% 51.7%

手形字 -24.1% 32.8% 金足浦山 -26.6% 51.1% 河辺北野田高屋 -24.0% 41.2%

新藤田 -26.3% 43.6% 金足追分 -25.0% 47.9% 河辺三内 -28.0% 49.8%

濁川 -25.0% 48.5% 金足大清水 -26.0% 47.3% 河辺神内 -29.4% 57.6%

添川 -25.7% 48.5% 金足片田 -27.2% 46.6% 河辺高岡 -27.6% 60.3%

広面 -23.3% 35.9% 金足黒川 -28.1% 50.9% 河辺戸島 -27.9% 52.1%

柳田 -23.6% 37.3% 金足小泉 -25.9% 46.5% 河辺豊成 -25.1% 50.3%

山内 -30.0% 58.4% 金足下刈 -25.5% 47.6% 河辺畑谷 -24.6% 47.7%

仁別 -24.9% 45.7% 金足高岡 -33.7% 57.6% 河辺松渕 -24.7% 47.2%

太平黒沢 -28.1% 48.9% 金足鳰崎 -28.1% 53.0% 河辺諸井 -25.8% 48.1%

太平寺庭 -26.1% 60.3% 金足堀内 -25.0% 38.6% 河辺和田 -25.6% 44.5%

太平中関 -27.1% 56.3% 金足吉田 -27.6% 58.8%

太平八田 -29.3% 55.9% 【雄和地域】

太平目長崎 -28.9% 57.1% 【西部地域】 雄和萱ケ沢 -30.3% 59.7%

太平山谷 -30.7% 48.7% 新屋 -24.0% 42.8% 雄和碇田 -32.5% 57.6%

下北手寒川 -24.7% 49.7% 新屋町 -24.0% 42.8% 雄和神ケ村 -31.6% 57.7%

下北手宝川 -25.7% 41.5% 浜田 -27.1% 51.1% 雄和新波 -28.5% 56.7%

下北手通沢 -25.3% 48.9% 豊岩石田坂 -25.5% 47.9% 雄和向野 -35.8% 82.6%

下北手松崎 -24.4% 48.2% 豊岩小山 -34.0% 52.2% 雄和左手子 -28.3% 45.8%

下北手柳舘 -29.0% 54.6% 豊岩豊巻 -27.9% 54.6% 雄和繋 -27.6% 48.3%

下浜桂根 -28.5% 45.7% 雄和女米木 -27.2% 50.7%

下浜長浜 -27.4% 54.2% 雄和戸賀沢 -29.9% 65.8%

下浜八田 -27.8% 57.5% 雄和相川 -24.8% 41.9%

下浜羽川 -26.2% 46.8% 雄和種沢 -28.8% 58.9%

下浜名ケ沢 -31.2% 63.3% 雄和平尾鳥 -28.3% 55.4%

雄和妙法 -22.8% 39.4%

雄和石田 -32.9% 55.4%

雄和平沢 -28.1% 46.6%

雄和下黒瀬 -28.3% 46.3%

雄和椿川 -24.7% 43.6%

雄和田草川 -26.0% 44.5%

雄和芝野新田 -28.3% 51.6%
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２ 人口の将来展望 

 (1) 将来展望の基礎となる市民意識 

   ア 秋田市しあわせづくり市民意識調査 

       総合計画策定の基礎資料として、市民意識の変化などを把握するため調査を実施 

した。この調査において、人口減少社会に対する質問を設け、市民意識を把握した。 

・実施期間 令和６年８月 23 日（金）～９月 17 日（火） 

・対象者  15 歳以上の市民から無作為に抽出した 3,000 人 

・実施方法  郵送による無記名式アンケート 

・有効回答者数 1,308 人（回答率 43.6％） 

・留意点 各設問の「無回答」を除外 

     (ｱ) 影響が大きい少子化要因 

    ａ 全体 

      少子化の要因として影響が大きいと思うことをたずねたところ、全体では

「非正規雇用など不安定な雇用環境や少ない収入」が最多であった。 

なお、年代別の集計では、10 代から 30 代まででは「子育て費用や教育費な 

どの経済的負担」が最多となった。 

 

図表 44 影響が大きい少子化要因（全体） 
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20.7%

21.5%

24.7%

28.8%
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51.6%
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子育てや家事への配偶者の協力不足

子どもを預けにくい環境

夫婦や個人の生活を大切に

する価値観を持つ人の増加

子育てと仕事の両立に

対する職場の理解不足

男女の出会いの機会の減少

子育て費用や教育費などの経済的負担

晩婚化の進行や婚姻数の減少

非正規雇用など不安定な

雇用環境や少ない収入
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ｂ 子ども数別 

    子どもの数別に見ると、「子育てと仕事の両立に対する職場の理解不足」との回答

が、子どもが３人以上の場合で 22.0％、２人の場合が 24.8％、１人の場合が 29.1％

と、子どもが少ない人ほど割合が高くなっており、相関関係が見られる。 

 

図表 45 調査結果：影響が大きい少子化要因（子ども数別） 

 

30.8%

53.5%

22.6%

21.4%

7.5%

22.0%

67.9%

48.4%

30.3%

54.8%

22.4%

19.6%

8.3%

24.8%

68.6%

48.5%

27.2%

49.0%

19.4%

22.8%

6.8%

29.1%

65.5%

56.3%

25.5%

46.0%

20.5%

20.8%

8.1%

23.0%

66.8%

52.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

男女の出会いの機会の減少

晩婚化の進行や

婚姻数の減少

夫婦や個人の生活を大切に

する価値観を持つ人の増加

子どもを預けにくい環境

子育てや家事への

配偶者の協力不足
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   (ｲ) 秋田市に住み続けるために必要なこと 

    ａ 全体 

           秋田市に住み続けるために必要なことをたずねたところ、全体では「雇用の 

場の確保」、「非正規雇用など不安定な雇用の改善や収入の増加」が 上位で 

あり、前述の少子化の要因と合わせ、「雇用」が人口減少対策のキーワードに 

なっていることがわかる。 

     

図表 46 調査結果：秋田市に住み続けるために必要なこと（全体） 
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    ｂ 年代別 

           年代別の集計でも、10 代を含むほとんどの年代で「雇用の場の確保」が１

番目となった。 

      また、本市の転出超過数に占める割合が高い 10 代と 20 代の若者に関してみ 

ると、「若者にとって魅力のあるまちづくり」が上位であった。 

 

図表 47 調査結果：秋田市に住み続けるために必要なこと【10 代】 

 
 

図表 48 調査結果：秋田市に住み続けるために必要なこと【20 代】 

 

 

3.9%

5.9%

29.4%

29.4%

33.3%

41.2%

49.0%

54.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

高齢者向けの福祉・介護

サービスなどの充実

高齢者が地域社会でいきいきと

活躍できる環境づくり

子育て支援の充実

まちのにぎわいの創出

市内における進学先の

選択肢の充実

非正規雇用など不安定な

雇用の改善や収入の増加

若者にとって魅力の

あるまちづくり

雇用の場の確保

4.0%

12.0%

14.0%

26.0%

34.0%

34.0%

54.0%

58.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

高齢者が地域社会でいきいきと

活躍できる環境づくり

市内における進学先の

選択肢の充実

高齢者向けの福祉・介護

サービスなどの充実

まちのにぎわいの創出

雇用の場の確保

非正規雇用など不安定な

雇用の改善や収入の増加

子育て支援の充実

若者にとって魅力の

あるまちづくり

- 39 -



36 
 

   (ｳ) 今後も秋田市に住み続けたいか（全体） 

         「住み続けたい」55.0％、「事情が許せば、住み続けたい」18.1％で、あわせて 

73.1％の市民が本市に住み続けたいと考えている。 

 

図表 49 調査結果：今後も秋田市に住み続けたいか（全体） 

 
 

イ 地方移住の希望に関する調査 

総務省が公表している「令和５年度における移住相談に関する調査」では、過去最多  

の相談件数となっており、考えられる主な要因等は、次のとおりである。 

 

〈調査結果の概要〉 

 各都道府県および市町市町村の移住相談窓口等において受け付けた相談件数 

○令和５年度相談件数：408,435 件（窓口：329,776 件、イベント：78,659 件） 

（令和４年度相談件数：370,332 件（窓口：305,056 件、イベント：65,276 件）） 

2.1%

1.3%

4.9%

5.2%

13.5%

18.1%

55.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

その他

市外で暮らしたいが、

いずれは秋田市に戻りたい

市外（大都市圏以外）で

暮らしたい

市外（大都市圏）で

暮らしたい

どちらともいえない

事情が許せば、

住み続けたい

住み続けたい

[要因１] 

 新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行による、全国的な地方移住への

関心の高まり 

[要因２] 

 イベント等の対面実施や、オンラインとリアルを組み合わせたハイブリット方式

でのイベント等の増加  

[要因３] 

 相談窓口の新設、相談員の増員、情報発信強化による相談窓口の認知度向上など

、各団体が積極的に移住定住への取組を実施 

 [要因４] 

 移住支援に関する助成制度の新設や増額など、経済的支援の拡充 
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〈本市移住相談センターの相談件数等〉 

 秋田市移住相談八重洲センターにおける令和６年度の相談件数は、過去最多の 240 件で

あり、相談内容としては「秋田の生活・現状・移住者のライフスタイル」に関する割合が

増加している。 

 また、移住者数については、コロナ禍以降、300 人台を維持している。 

 

 

2.1%

14.2%

27.5%

45.4%

1.9%

7.5%

36.6%

44.6%

2.6%

6.0%

29.8%

48.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

子育て・教育環境

秋田の生活・現状・

移住者のライフスタイル

仕事

補助金・行政のサポート・

支援制度・イベント情報等

2022(R4)年度

（235件）

2023(R5)年度

（213件）

2024(R6)年度

（240件）

移住者数の推移について （単位：人）
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

240 321 364 397 318
121 158 204 225 197

単身世帯 52 68 117 127 123
子育て世帯 36 55 55 55 35
夫婦世帯 20 35 31 41 39
その他 0 0 1 2 0
20代 37 49 76 78 68
30代 42 70 86 85 72
40代 17 22 21 31 31
50代以上 12 17 21 31 26
北海道 3 7 8 7 7
東北 9 13 14 15 24
宮城 6 8 18 17 18
北関東 0 6 7 6 5
東京圏 71 98 110 144 107
中部 10 13 22 18 12
関西 6 6 15 9 14
中国 1 1 1 1 1
四国 0 4 2 2 3
九州 2 2 5 5 5
その他 0 0 2 1 1

※秋田県移住定住登録制度を経た移住者の状況

移住元別

移住世帯数
移住人数

世帯別

年代別

※令和２年度は、県の集計方法の変更により、総数と内訳（世帯別、年代別、移住元別）
が一致しない。
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(2) 人口の将来展望 

本市ではこれまで、子どもを生み育てやすい環境づくりや生活の基盤となる安定し

た質の高い雇用の創出に努めてきたほか、子育て世帯や若者への移住費用の支援など、

移住・定住につながる独自の施策に取り組んできた。こうした施策を背景として、本市

の人口は、秋田市人口ビジョン（令和３年３月）改訂時点における推計・目標と同程度

で推移しており、直近の社人研の「日本の地域別将来推計人口（令和５年 12 月推計）」

とも大きくかい離していない。 

今回の改訂に当たっては、直近の社人研推計をもとに各仮定値を時点修正するとと

もに、本市人口は秋田県人口の約１／３を占めるなど、県の人口動向との関連性が高い

ことから、県が示す人口ビジョンを踏まえ設定した。 

  

図表 50 将来人口等と社人研推計との比較 

 

 

※社人研「日本の地域別将来推計人口（令和５年 12 月推計）」より作成 

※社人研「日本の地域別将来推計人口（平成 30年３月推計）」より作成 

※本市人口は、秋田市情報統計課推計人口より作成したもので、令和７年 10 月１日現在である。 

 

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

（人）
本市人口

社人研推計（R5）

目指すべき将来人口

(秋田市人口ビジョンR3.3改訂時)
社人研推計（H30）

本市人口

社人研推計（H30）

目指すべき将来人口

（R3.3月改訂時）

社人研推計（R5）

（単位：人）

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

社人研推計（R5） 307,672 295,501 281,852 267,486 252,336 236,543 220,767 204,723 188,485

本市人口 307,672 292,587

目指すべき将来人口
(秋田市人口ビジョンR3.3改訂時)

306,347 295,667 284,630 273,227 260,987 249,039 237,653 227,243 217,791

社人研推計（H30） 305,681 292,927 278,379 262,418 244,726 225,923 207,179 188,597 170,196
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ア 将来展望 

(ｱ) 出生に関する仮定 

         合計特殊出生率 

     秋田県人口ビジョン（令和４年３月改訂）を踏まえ、2040（令和 22）年に国民 

の希望出生率 1.8 程度、2055（令和 37）年に人口置換水準 2.07 を達成すると仮定   

する。  

    

〈希望出生率〉     

    ＝（有配偶者割合×夫婦の予定子ども数＋独身者割合×独身者のうち結婚を希望する者の    

割合×独身者の希望子ども数）×離死別等の影響  

   ○日本の国民希望出生率： 1.8 程度（1.79≓1.8） 

       有配偶者の割合           ：32.0％ 平成 27 年国勢調査 

    夫婦の予定子ども数         ：2.01  出生動向基本調査（平成 27 年 社人研） 

    独身者の割合                      ：68.0％ 平成 27年国勢調査 

    独身者のうち結婚を希望する者の割合 ：89.3％ 出生動向基本調査（平成 27 年 社人研） 

    独身者の希望子ども数              ：2.02  出生動向基本調査（平成 27 年 社人研） 

    離死別等の影響      ：0.955 社人研「日本の将来推計人口（平成 29 年１月推計）」 

    

    〈人口置換水準〉 

     人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率のこと。 

 

 

図表 51 合計特殊出生率の仮定値一覧 

 

※市仮定値は、直近の秋田県人口ビジョンを踏まえ設定 

 

(ｲ) 死亡に関する仮定 

     社人研の仮定と同一のものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年
（確定値）

2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

国
（R1.12)

1.20 1.20程度
1.8程度

（国民の希望

出生率）

2.07
（人口置

換水準）

県
（R4.3）

1.10
1.8程度

（国民の希望

出生率）

2.07
（人口置

換水準）

市仮定値 1.08 1.04 1.29 1.54
1.8程度

(国民の希望

出生率)

1.89 1.98
2.07

（人口置

換水準）
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(ｳ) 純移動率の仮定 

     転出超過が顕著だった 15～19 歳、20～24 歳において、５年後の 2030（令和 12） 

年までに、転入・転出が均衡し、全体では転入超過に転じる、それ以降は転入超 

過が続くと仮定する。 

      

※純移動率 

特定の時期、場所における転入と転出の差を割合として表したもので、今回のシミュレー 

ションでは、社人研で示された秋田市における５年毎、男女５歳年齢区分毎を参考にした。 

なお、マイナスの場合は、転出超過となる。 

 

図表 52 目指すべき将来人口  

 

 

  イ 目指すべき将来人口 

(ｱ) 若い世代の転入・転出を均衡させるなどの仮定を反映させた結果、 

2040（令和 22）年には 263,374 人になると推計されることから、目指すべき 

将来人口約 26 万３千人（2040 年）を目標とする。 

また、この仮定のとおり推移すると、2045（令和 27）年には約 25 万人、2050 

（令和 32）年には約 24 万人を確保できる見通しとなっている。 

(ｲ) 今後、本市の人口減少対策を着実に実行することで、合計特殊出生率と純移動 

率を仮定値のとおり改善し、2040（令和 22）年には、社人研推計と比較して約１ 

万１千人の増加を目指すものである。 

 

252,336 

236,543 

220,767 

263,374 

252,943 

242,629 

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

（人）

社人研推計

目指すべき将来人口

目指すべき将来人口

社人研推計 
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  ウ 長期的な展望 

    合計特殊出生率が将来のどこかの時点で人口置換水準に回復することが、人口の

規模および構造が安定する上で必須の条件である。 

社人研推計および目指すべき将来人口で仮定した出生・死亡・移動等の傾向が

2040（令和 22）年以降も続くものとして 2160（令和 142）年までのシミュレーシ

ョンを行ったところ、社人研推計では、2060（令和 42）年に 17 万人程度まで落ち

込んだ後も、減少が続いていくことになる。 

これに対して、2040（令和 22）年に合計特殊出生率が目指すべき将来人口の仮

定値である人口置換水準 2.07 まで回復するならば、2060 年（令和 42）年に総人口

20 万人以上を確保し、2090（令和 72）年以降、長期的には約 18 万８千人程度で概

ね安定的に推移すると見込まれる。 

 
 

図表 53 目指すべき将来人口（長期展望） 
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図表 54 目指すべき将来人口（長期展望）における年齢３区分別人口の割合 

 

※年少人口：15 歳未満、生産年齢人口：15歳以上 65 歳未満、老年人口：65歳以上 

※2020 年までの年齢３区分別人口は国勢調査より作成 

 

図表 55 生産年齢人口を 15 歳以上 70 歳未満と仮定した場合の      

    目指すべき将来人口（長期展望）における年齢３区分別人口の割合 

 

 ※年少人口：15歳未満、生産年齢人口：15 歳以上 70歳未満（仮定）、老年人口：70 歳以上（仮定） 

 ※2020 年までの年齢３区分別人口は国勢調査より作成 

30.7%

10.9%

15.7%

16.0%

65.5%

57.3%

55.6%

47.6%

56.7%

56.4%

3.8%

31.8%

27.7%

27.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
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1990
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2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160

（年）

年少人口 生産年齢人口
老年人口

65歳以上の高齢者１人を

生産年齢人口1.8人で支え

ている（2020年）

65歳以上の高齢者１人を生産年齢人口2

人で支えることになる（2100年以降）

2050年に47.6％まで低下するものの、その後回復し、

2100年以降は2030年と同程度で安定する

目指すべき

将来人口

30.7%

9.5%

15.7%

16.0%

67.3%

63.6%

62.2%

61.9%

2.0%

26.9%

22.2%

22.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160

（年）

年少人口 生産年齢人口
老年人口

70歳以上の高齢者１人を生

産年齢人口2.7人で支えて

いる（2020年）

70歳以上の高齢者１人を生産年齢人口

2.8人で支えることになる（2100年以降）

図表54の2010年と同程度の割合を維持できる。

（2100年以降）

目指すべき

将来人口
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 (3) 取組の方向性 

以上分析してきたとおり、本市の人口は、死亡数が出生数を上回る自然減の傾向が  

年々強まっていることに加え、高校や大学等の卒業に伴う転出が顕著であるなど、社 

会減の傾向にある。 

直近の社人研推計では、秋田市人口ビジョン（令和５年 12 月）策定当時より緩やか 

な減少にとどまるとされたものの、このような状況が続いた場合、2020（令和２）年 

の人口約 29 万６千人が、20 年後の 2040（令和 22）年には約 25 万２千人まで減少し、 

30 年後の 2050（令和 32）年には約 22 万１千人まで減少するとされている。 

この人口は、昭和 40 年代頃と同規模ではあるが、人口構造の面から見ると、年少・ 

生産年齢人口の減少と老年人口の増加により、老年人口割合が 44％に達すると予想さ 

れており、５～６％程度だった当時と大きく異なる問題を抱えていることは秋田市人 

口ビジョン（平成 28 年３月）策定当時と同じである。 

      こうした状況に今すぐ歯止めをかけることは困難であるが、本市の経済や医療・介 

護、地域コミュニティなどに与える影響等をしっかりと検証した上で、元気な秋田市 

を次の世代に引き継いでいくために、引き続き、この問題に正面から取り組む必要が 

ある。 

そのため、2055（令和 37）年に人口置換水準 2.07 を達成することなどにより実現 

できる約 26 万３千人（2040 年）を目指すべき将来人口と位置づけ、その実現に向け 

て取り組む。 

具体的には、企業誘致の促進や市内企業の事業拡大等による働きがいのある仕事の 

場づくりのほか、若い世代をターゲットとした交流人口、関係人口、移住者の増などに  

より、新しい人の流れをつくること、こども・若者の希望が叶うまちづくり、こどもか 

ら高齢者まで健康でいきいきと暮らせるまちづくり、防災、公共交通、環境保全といっ 

た秩序ある都市環境の形成による、将来に渡って持続可能で住み続けたいと思えるま 

ちづくりに取り組むものである。 

 

 

 【第 15 次秋田市総合計画に定める「（仮称）プラスの循環戦略」】 

①  地域産業の活力を高め、働きがいのあるしごとの場をつくる 

②  まちの魅力を高め、秋田市への新しいひとの流れをつくる 

③  こども・若者の希望が叶うまちをつくる 

④  誰もが健康でいきいきと暮らせるまちをつくる 

⑤  災害に強く、安全安心で持続可能なまちをつくる 

       

（計画推進の基本姿勢） 

①  行財政のさらなる効率化を図ります 

②  デジタル化を推進します 

③  対話によるまちづくりを推進します 

④  市民協働と絆づくりを推進します 

⑤  シビックプライド（まちへの誇りと当事者意識）の醸成を図ります 

⑥  伝える、伝わる広報・ＰＲを推進します 
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